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扶桑町地震対策補助金について 災害対策室　内線 352

　扶桑町では、地震発生時における被害の減少
と自助による町民の防災力の向上を目的として、
家具転倒防止や窓ガラス等の飛散防止、感震ブ
レーカーの設置等を補助対象とした地震対策費
用の一部を補助します。（３年間限定）

◆ 補助額
1 世帯につき 1 年度に 1 回を限度とし、補助対象と
なる地震対策の経費（消費税及び地方消費税の額を
含む）の 5 分の 4 の額（100 円未満は切捨て）で、
1 回の補助限度額は 1 世帯あたり 1 万円です。

扶桑町に住民登録がある世帯主又は世帯員の方が対
象です。補助対象となる地震対策は次のとおりです。
●家具の転倒防止器具及びその取付費用
●家具からの食器等の落下を防止する器具及びその 
　取付費用 
●窓ガラス等の飛散防止フィルム及びその取付費用 
●感震ブレーカー（分電盤タイプ・コンセントタイ
　プ・簡易タイプ）及びその取付費用

◆ 補助対象になるもの

次の書類を災害対策室へ提出して申請してください。
（①、②、③は、災害対策室窓口または扶桑町ホーム
ページから入手できます。）
①扶桑町地震対策補助金交付申請書 
②同意書（賃貸住宅の場合で、壁に穴を開ける、釘
　を打つ等住宅に損傷を与える恐れのあるときのみ
　提出が必要） 
③扶桑町地震対策補助金交付請求書 
●品名（規格）及び購入日（工事日）が記載された領
　収書（押印してある原本）等支払いの事実が確認で
　きる書類
●地震対策実施後の写真
　※補助金は、口座振込になりますので、申請者本
　　人名義の口座番号を必ずご記入ください。 

◆ 申請手続きについて

令和４年（2022 年）３月 31 日まで◆ 期　間
※ただし、各年度内に申請してください。
　年度をまたいでの補助金申請は出来ません。

　AI チャットボットとは、行政サービスの手続きや制度に関する問い合わせに対し、AI が
自動的に回答を行うサービスです。24 時間 365 日対応が可能であり、住民サービスの向上、
業務効率化を目的としています。
　AI チャットボットはうまく答えられないこともありますが、皆さんの質問を基に AI が学
習し、少しずつ賢くなっていきます。お気軽に質問してみてください。

政策調整課　内線 314

右記の URL にアクセス　　https://aichi.public-edia.com/webchat/city_fuso/

利用方法

①

右記の QR コードを読み取り扶桑町公式 LINE アカウント
を友達追加した後、同アカウントのトーク画面下部リッチ
メニューより AI チャットボットを選択

A I チャットボットが
お問い合わせにお答えします

②


